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議会からの報告

1

特集
　

今
年
度
「
女
性
議
会
」
に
参
加
さ
れ

た
女
性
議
会
議
員
と
新
城
市
議
会
議
員

と
の
意
見
交
換
会
が
、
昨
年
12
月
20
日

委
員
会
室
に
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の

「
女
性
議
会
」
は
、
市
長
の
政
策
と
し
て

女
性
が
日
頃
抱
え
て
い
る
市
政
に
対
す

る
提
案
や
意
見
を
発
信
で
き
る
場
を
設

け
、
女
性
の
市
政
に
対
す
る
関
心
を
喚

起
す
る
と
と
も
に
今
後
の
市
政
運
営
の

参
考
と
す
る
た
め
、
議
場
に
て
年
一
回
、

市
の
公
募
に
よ
り
集
ま
っ
た
女
性
が
登

壇
す
る
も
の
で
す
。

　

冒
頭
議
長
は
、「
全
国
的
に
様
々
な
方

法
で
市
民
の
声
を
聴
い
て
議
会
の
政
策

に
活
か
し
て
い
く
流
れ
が
出
て
い
る
。

勇
気
を
も
っ
て
参
加
し
て
頂
い
た
皆
さ

ん
一
人
ひ
と
り
の
意
見
を
大
切
に
し
て
、

市
に
届
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
き
た

い
」
と
挨
拶
を
し
ま
し
た
。

　

子
育
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
行
っ
て
き

た
女
性
議
会
議
員
か
ら
は
、「
名
古
屋
市

で
は
、
子
ど
も
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防

接
種
（
２
回
）
が
無
償
な
の
で
、
新
城
市

も
２
回
の
う
ち
１
回
分
で
も
無
償
に
で

き
な
い
か
」
と
い
っ
た
事
や
「
市
民
と
議

会
が
一
緒
に
な
っ
て
高
齢
者
や
過
疎
に

つ
い
て
の
対
策
が
考
え
ら
れ
る
と
良
い

と
思
う
」
と
の
ご
意
見
を
頂
き
ま
し
た
。

　

市
議
会
議
員
か
ら
の
「『
子
育
て
す
る

な
ら
新
城
市
』
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド

や
子
育
て
に
つ
い
て
、
新
城
市
を
Ｐ
Ｒ

し
て
い
く
方
法
が
あ
れ
ば
聞
か
せ
て
ほ

し
い
」
と
い
っ
た
投
げ
か
け
に
対
し
て

女
性
議
会
議
員
か
ら
は
、「
こ
ど
も
園
に

つ
い
て
は
市
民
が
知
ら
な
い
事
が
多
い

の
で
は
な
い
か
。
基
本
保
育
料
の
無
償

化
や
、
自
然
に
囲
ま
れ
て
い
る
か
ら
こ

そ
で
き
る
園
外
保
育
、
通
う
園
が
選
べ

る
な
ど
、
他
市
と
比
較
し
て
子
育
て
環

境
が
良
い
と
こ
ろ
を
Ｐ
Ｒ
し
て
は
ど
う

か
」
と
い
っ
た
ご
意
見
を
頂
き
ま
し
た
。

市
議
会
議
員
か
ら
は
、「
こ
の
件
に
関
し

て
は
市
議
会
の
宿
題
に
し
て
は
ど
う
か
」

と
の
声
が
上
が
り
ま
し
た
。

　

外
国
籍
の
女
性
議
会
議
員
か
ら
、「
外

国
人
が
抱
え
る
問
題
を
市
民
に
理
解
し

て
頂
く
こ
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
た
め
に
外
国
語
表
記
が
必
要

だ
と
思
う
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
フ
ェ
イ

ス
ブ
ッ
ク
の
開
設
も
希
望
す
る
」と
い
っ

た
ご
要
望
が
あ
り
ま
し
た
。
市
議
会
議

員
か
ら
は
、「
子
育
て
で
困
っ
た
こ
と
や

外
国
人
の
情
報
交
換
の
場
は
あ
る
の
か
」

な
ど
の
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
台
風
24
号
で
発
生
し
た
停
電
の

に
対
し
、
市
議
会
議
員
の
「
女
性
だ
け

の
集
ま
り
の
方
が
ま
と
め
や
す
い
の
で

す
か
」
と
の
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
す

る
と
女
性
議
会
議
員
か
ら
「
女
性
議
会

は
『
女
性
議
会
』
と
題
名
を
つ
け
た
だ

け
で
、
男
女
は
関
係
な
く
市
政
へ
の
意

識
を
ど
れ
だ
け
持
つ
か
が
大
事
だ
と
思

う
。
女
性
議
会
と
い
う
面
白
い
経
験
を
す

る
こ
と
は
、
市
民
に
市
政
へ
関
心
を
も
っ

て
も
ら
う
た
め
の
第
一
歩
で
あ
り
、
大

切
な
の
は
、
そ
こ
か
ら
意
識
を
高
く
し
て

い
く
と
同
時
に
色
々
な
人
を
巻
き
込
ん

で
い
く
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
」
と
い
っ

た
頼
も
し
い
ご
意
見
を
頂
き
ま
し
た
。

　

意
見
交
換
会
に
参
加
さ
れ
た
女
性
議

会
議
員
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
新
城

市
議
会
は
女
性
議
会
と
女
性
の
活
動
を

応
援
し
続
け
て
い
き
ま
す
。

経
験
か
ら
、
作
手
地
区
に
お
住
ま
い
の
女

性
議
会
議
員
は
、
助
け
合
い
の
大
切
さ
に

つ
い
て
の
ご
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。「
作

手
地
区
は
み
ん
な
で
助
け
合
う
こ
と
が

で
き
る
地
域
。
あ
る
地
区
で
は
大
学
が

入
っ
て
住
民
と
一
緒
に
防
災
マ
ッ
プ
を

作
っ
た
。
新
城
市
は
情
報
共
有
が
し
や
す

い
ま
ち
だ
か
ら
、
災
害
時
に
助
け
合
え

る
よ
う
各
地
域
で
早
急
に
対
策
を
考
え

て
ほ
し
い
」
と
い
っ
た
要
望
が
あ
り
ま

し
た
。
市
議
会
議
員
か
ら
は
、「
大
災
害

時
に
自
主
防
災
会
が
中
心
に
な
っ
て
地

域
防
災
を
す
す
め
ら
れ
る
よ
う
、
１
月

か
ら
総
務
消
防
委
員
会
が
地
域
に
入
っ

て
意
見
交
換
を
行
う
」
と
伝
え
ま
し
た
。

　

以
前
か
ら
共
助
が
根
付
い
て
い
る
阿

寺
地
区
に
住
む
女
性
議
会
議
員
は
、「
50

年
前
、『
女
の
く
せ
に
』
と
言
わ
れ
な
が

ら
も
、
自
分
が
出
来
る
こ
と
か
ら
動
い

て
き
た
。
団
塊
の
世
代
は
あ
き
ら
め
な

い
。皆
で
協
力
す
る
美
し
い
阿
寺
に
引
っ

越
し
て
き
て
良
か
っ
た
が
、
高
齢
化
が

進
み
い
つ
ま
で
暮
ら
せ
る
の
か
、
と
い

つ
も
考
え
て
い
る
。
今
以
上
に
過
疎
に

な
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
」
と
の
ご
意

見
を
頂
き
ま
し
た
。
市
議
会
議
員
か
ら

は
「
過
疎
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
今
ま

で
通
り
に
生
き
て
い
け
る
よ
う
仕
組
み

を
考
え
て
い
く
事
が
大
切
だ
」
と
の
意

見
が
あ
り
ま
し
た
。

　

子
育
て
中
の
女
性
議
会
議
員
か
ら
の

「
今
ま
で
の
女
性
議
会
議
員
経
験
者
に
よ

る
『
Ｏ
Ｂ
会
』
を
立
ち
上
げ
、
活
動
し
続

け
ら
れ
た
ら
い
い
と
思
う
」
と
の
意
見

「
女
性
議
会
」議
員

と
の
意
見
交
換
会



滝
川
議
員
に
対
す
る

問
責
決
議

　

12
月
定
例
会
に
て
、
議
選
監
査
委
員

の
滝
川
健
司
議
員
に
対
し
、
９
月
定
例

会
で
の
平
成
29
年
度
病
院
事
業
会
計
決

算
認
定
に
お
け
る
反
対
討
論
の
内
容
に

関
し
問
責
決
議
が
提
出
さ
れ
、
賛
成
多

数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

提
出
者　

鈴
木
達
雄
、
中
西
宏
彰

　
　
　
　

柴
田
賢
治
郎

賛
成
者　

下
江
洋
行　

鈴
木
長
良

　

平
成
30
年
新
城
市
議
会
９
月
定
例
会

に
お
け
る
、
第
１
２
０
号
議
案　

平
成

29
年
度
新
城
市
病
院
事
業
会
計
決
算
認

定
の
審
議
に
際
し
、
滝
川
健
司
議
員
が

反
対
討
論
を
述
べ
、
決
算
に
対
し
不
認

定
の
意
思
表
示
を
さ
れ
た
。

　

滝
川
健
司
議
員
は
、
議
選
監
査
委
員

と
し
て
当
該
決
算
に
つ
い
て
「
計
数
は

正
確
で
あ
り
、
当
該
年
度
の
経
営
成
績

及
び
財
政
状
況
を
適
正
に
表
示
し
て
い

る
も
の
と
認
め
ら
れ
た
」
と
決
算
審
査

意
見
書
を
提
出
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
討
論
の
発
言
に
お
い
て
、
監
査
委

員
と
し
て
知
り
得
た
内
容
及
び
監
査
委

員
と
し
て
の
見
解
を
述
べ
る
と
と
も
に
、

代
表
監
査
委
員
が
議
会
権
限
で
あ
る
決

算
の
認
定
に
ま
で
関
与
し
た
か
の
ご
と

　

12
月
定
例
会
最
終
日
に
、
議
員
政

治
倫
理
条
例
に
基
づ
く
、
山
崎
祐
一

議
員
に
対
す
る
議
員
辞
職
を
勧
告
す

る
こ
と
を
内
容
と
す
る
措
置
の
件
が
、

全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

審
査
請
求
の
概
要　

　

平
成
30
年
４
月
23
日
付
で
、
山
崎

祐
一
議
員
に
対
す
る
政
治
倫
理
基
準

違
反
の
審
査
を
求
め
、
１
，
０
４
２

人
の
署
名
に
よ
る
市
民
請
求
が
提
出

さ
れ
ま
し
た
。

「
審
査
・
調
査
す
べ
き
事
案
の
内
容
」

　

平
成
25
年
～
27
年
度
の
千
郷
地
区

地
域
活
動
交
付
金
申
請
か
ら
完
了
実

績
報
告
に
至
る
経
緯
の
中
で
不
当
な

圧
力
及
び
不
正
な
請
求
を
主
導
し

た
。

「
審
査
を
請
求
す
る
理
由
」

　

以
下
の
点
に
お
い
て
、
条
例
第
３

条
の
遵
守
を
怠
っ
た
た
め
。

⑴
地
域
活
動
交
付
金
申
請
か
ら
完
了

ま
で
の
、
書
類
作
成
に
深
く
関
わ

り
不
当
な
圧
力
を
行
使
し
た
。

⑵
完
了
実
績
報
告
時
提
出
の
領
収
書

を
業
者
に
偽
造
さ
せ
た
。

⑶
ホ
タ
ル
再
生
と
は
名
ば
か
り
で
、

現
実
は
別
の
事
業
を
遂
行
し
た
行

為
。

政
治
倫
理
審
査
の
審
査
概
要

　

本
請
求
が
提
出
要
件
を
満
た
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
の
上
で
、
６
月
７

日
に
第
１
回
政
治
倫
理
審
査
会
が
議

長
に
よ
り
招
集
さ
れ
、
正
副
委
員

長
を
互
選
し
審
査
を
開
始
し
ま
し
た
。

会
議
回
数
は
延
べ
23
回
を
数
え
、
12

月
５
日
に
審
査
結
果
が
議
長
に
報
告

さ
れ
ま
し
た
。

　

委
員
長
：
柴
田
賢
治
郎

　

副
委
員
長
：
山
口　

洋
一

　

委　
　

員
：
佐
宗　

龍
俊

　
　
　
　
　
　

鈴
木　

長
良

　
　
　
　
　
　

浅
尾　

洋
平

　
　
　
　
　
　

小
野
田
直
美

　

審
査
の
結
果
、
対
象
議
員
が
弁
済

実
態
の
な
い
虚
偽
の
領
収
書
を
業
者

に
作
成
さ
せ
て
市
に
提
出
し
た
こ
と

が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
条
例
第
３
条
第

１
号
に
規
定
す
る
遵
守
す
べ
き
基
準

に
違
反
す
る
事
実
が
あ
っ
た
も
の
と

し
て
「
議
員
辞
職
の
勧
告
」
を
措
置

の
意
見
と
す
る
報
告
が
審
査
会
か
ら

議
長
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

※
政
治
倫
理
審
査
会
の
詳
細
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。

政
治
倫
理
に
か
か
る

措
置
の
件
を
可
決

く
の
誤
解
を
招
く
内
容
を
述
べ
、
本
会

議
で
反
対
討
論
を
行
っ
た
こ
と
は
、
議

選
監
査
委
員
と
し
て
の
責
任
と
自
覚
に

欠
け
る
不
適
切
な
行
為
で
あ
る
。

　

９
月
定
例
会
閉
会
後
こ
れ
ま
で
、
当

人
に
対
し
て
議
員
と
し
て
の
立
場
を
わ

き
ま
え
た
言
動
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、

討
論
の
内
容
に
誹
謗
、
中
傷
等
の
不
穏

当
部
分
は
な
い
も
の
の
議
員
の
立
場
上

あ
る
ま
じ
き
発
言
で
あ
る
こ
と
を
複
数

回
に
わ
た
り
指
摘
し
、
自
覚
と
自
省
を

求
め
て
き
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
当
人
に
お
い
て
は
、

現
在
に
至
っ
て
も
自
ら
の
非
を
認
め
る

こ
と
な
く
、
議
員
の
発
言
権
の
正
当
性

の
み
を
主
張
す
る
状
況
に
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
監
査
委
員
と
し
て
の

中
立
性
を
保
ち
、
職
務
を
公
正
に
行
う

た
め
の
自
制
の
意
識
が
希
薄
で
あ
り
、

監
査
委
員
と
し
て
当
然
に
求
め
ら
れ
る

倫
理
観
に
欠
け
て
い
る
こ
と
と
判
断
せ

ざ
る
を
得
ず
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
議
会
と
し
て
、
議
会
全
体

の
信
頼
と
秩
序
保
持
の
た
め
、
議
会
の

責
任
に
お
い
て
議
選
監
査
委
員
の
滝
川

健
司
議
員
に
対
し
、
問
責
す
る
こ
と
を

表
明
す
る
。
以
上
、
決
議
す
る
。

※
問
責
決
議
：
議
員
の
責
任
を
問
う
議

会
の
意
思
表
明

議会からの報告

2

に
対
し
、
市
議
会
議
員
の
「
女
性
だ
け

の
集
ま
り
の
方
が
ま
と
め
や
す
い
の
で

す
か
」
と
の
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
す

る
と
女
性
議
会
議
員
か
ら
「
女
性
議
会

は
『
女
性
議
会
』
と
題
名
を
つ
け
た
だ

け
で
、
男
女
は
関
係
な
く
市
政
へ
の
意

識
を
ど
れ
だ
け
持
つ
か
が
大
事
だ
と
思

う
。
女
性
議
会
と
い
う
面
白
い
経
験
を
す

る
こ
と
は
、
市
民
に
市
政
へ
関
心
を
も
っ

て
も
ら
う
た
め
の
第
一
歩
で
あ
り
、
大

切
な
の
は
、
そ
こ
か
ら
意
識
を
高
く
し
て

い
く
と
同
時
に
色
々
な
人
を
巻
き
込
ん

で
い
く
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
」
と
い
っ

た
頼
も
し
い
ご
意
見
を
頂
き
ま
し
た
。

　

意
見
交
換
会
に
参
加
さ
れ
た
女
性
議

会
議
員
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
新
城

市
議
会
は
女
性
議
会
と
女
性
の
活
動
を

応
援
し
続
け
て
い
き
ま
す
。



12月定例会では、15人の議員が一般質問に登壇し、
市の見解を質問しました。
一般質問とは、議員個人の立場で質問するものです。
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山崎祐一　議員

鈴木長良　議員

易
防
災
倉
庫
）
の
設
置
や
防
災
・
減

災
都
市
施
設
の
建
設
は
。

　

健
康
福
祉
部
長

①
地
域
の
す
べ
て
の
意
見
で
は
な
い
と

考
え
、
将
来
に
禍
根
を
残
す
こ
と
が

な
い
よ
う
慎
重
に
扱
う
。
実
施
設
計

は
内
容
を
整
理
し
て
い
る
段
階
。

②
地
区
の
総
意
と
し
て
の
意
見
で
は
な

い
た
め
、
特
段
の
対
処
は
し
て
い
な

い
。

③
自
然
環
境
、
電
磁
波
の
影
響
ど
ち
ら

に
つ
い
て
も
デ
ー
タ
や
資
料
に
基
づ

き
問
題
は
な
い
と
判
断
す
る
。

④
平
成
30
年
度
内
で
の
実
施
設
計
の
予

算
執
行
は
困
難
な
状
況
。
平
成
31
年

度
予
算
に
つ
い
て
は
編
成
中
で
あ

る
。

⑤
園
舎
の
建
設
と
は
関
係
な
く
す
で
に

教
育
委
員
会
に
て
小
中
学
校
の
空
調

整
備
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

⑥
備
蓄
設
備
（
簡
易
防
災
倉
庫
）
の
設

置
は
検
討
し
て
い
く
が
、
防
災
・
減

災
都
市
施
設
の
建
設
に
つ
い
て
は
特

に
地
元
か
ら
の
要
望
は
な
い
。

　
そ
の
ほ
か
の
質
問
項
目

 

・
県
立
新
城
東
高
校
の
施
設
を
含
め
た

跡
地
利
用
と
総
合
体
育
館
建
設
に
つ

い
て

　

千
郷
中
こ
ど
も
園
の
園
舎
建
設
に
つ

い
て
伺
う
。

①
区
長
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
要
望
書
を

ど
う
評
価
し
、
実
施
設
計
に
生
か
す

か
。

②
市
の
移
転
案
と
は
別
の
候
補
地
案
に

つ
い
て
９
月
定
例
会
以
降
の
対
処
は
。

③
市
の
移
転
候
補
地
で
指
摘
さ
れ
た
２

つ
の
課
題
は
解
決
さ
れ
た
か
。

④
平
成
30
年
度
予
算
の
実
施
計
画
調
査

費
の
執
行
状
況
を
踏
ま
え
た
平
成
31

年
度
予
算
編
成
の
対
処
は
。

⑤
移
転
案
で
建
設
す
る
こ
と
で
軽
減
さ

れ
る
諸
経
費
を
小
中
学
校
の
空
調
整

備
に
あ
て
る
考
え
は
。

⑥
園
舎
建
設
に
合
わ
せ
た
備
蓄
設
備（
簡

　

健
康
福
祉
部
長

①
各
種
事
業
に
よ
り
参
加
者
の
体
力
向

上
が
認
め
ら
れ
、
介
護
予
防
に
対
す

る
意
識
が
高
ま
っ
た
。
課
題
は
、
担

い
手
側
の
人
材
不
足
で
あ
る
。

②
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
に
よ
る
事
業
の

中
で
積
極
的
な
社
会
参
画
を
促
し
て

い
る
。
ク
ラ
ブ
数
や
会
員
の
減
少
が

課
題
で
あ
る
。

③
買
い
物
支
援
・
外
出
支
援
・
安
否
確

認
等
が
あ
る
。
今
後
ど
の
よ
う
な
支

援
が
必
要
か
、
地
域
性
や
協
力
体
制

に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
。

④
平
成
29
年
度
末
で
３
４
９
世
帯
が
利

用
。
シ
ス
テ
ム
の
周
知
と
地
域
の
協

力
体
制
整
備
と
維
持
が
課
題
で
あ

る
。

⑤
介
護
事
業
所
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
民
間

企
業
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
地

域
の
多
様
な
機
関
に
対
し
情
報
発
信

し
、
連
携
に
努
め
て
い
る
。

⑥
避
難
に
支
援
が
必
要
な
方
に
は
「
災

害
時
要
援
護
者
情
報
」
へ
の
登
録
を

勧
め
て
い
る
。
同
意
が
あ
れ
ば
登
録

情
報
を
行
政
区
等
に
提
供
し
、
対
象

者
の
把
握
等
に
活
用
し
て
い
た
だ

く
。

　

高
齢
者
福
祉
の
取
り
組
み
と
課
題
に

つ
い
て
伺
う
。

①
健
康
づ
く
り
・
介
護
予
防
の
推
進
に

対
す
る
成
果
と
課
題
は
。

②
社
会
参
加
と
生
き
が
い
活
動
の
推
進

に
対
す
る
市
の
取
り
組
み
と
課
題

は
。

③
日
常
生
活
支
援
の
推
進
に
対
す
る
取

り
組
み
と
課
題
は
。

④
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
事
業
の
進
捗
状

況
と
課
題
は
。

⑤
関
連
機
関
と
の
協
働
及
び
連
携
は
。

⑥
災
害
発
生
時
に
お
け
る
高
齢
者
世
帯

に
対
す
る
市
の
対
応
は
。

高齢者が生きがいをもち、自立した
生活を送るための支援は。

千郷中こども園の園舎建設について、９月
定例会以降の市の動きと今後の対応は。

各種事業への積極的な参加を促していく。

地区の各種会議に相談し、検討を進
めている。



12月定例会では、15人の議員が一般質問に登壇し、
市の見解を質問しました。
一般質問とは、議員個人の立場で質問するものです。
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長田共永　議員　

齊藤竜也　議員

②
関
係
団
体
へ
の
協
力
依
頼
や
予
算
計

上
等
、
変
更
点
や
課
題
に
対
し
入
念

な
準
備
が
必
要
と
な
る
。
開
催
ま
で

が
短
い
期
間
と
な
り
厳
し
い
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
管
理
も
必
要
で
あ
る
。
ラ

リ
ー
は
秋
と
の
イ
メ
ー
ジ
も
強
い
た

め
、
開
催
時
期
の
変
更
に
つ
い
て
広

い
周
知
も
必
要
と
な
る
。

③
２
０
１
９
年
秋
の
開
催
に
つ
い
て
は

見
送
り
と
な
っ
た
。
招
致
準
備
委
員

会
か
ら
情
報
を
得
つ
つ
、
次
期
開
催

に
向
け
た
招
致
活
動
を
継
続
す
る
。

④
モ
ー
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
フ
ァ
ン
以
外
の

注
目
度
も
高
い
事
業
で
あ
り
、
交
流

人
口
を
呼
び
込
む
有
効
な
資
源
と
し

て
活
用
し
、
地
域
の
活
性
化
に
繋
げ

た
い
。
海
外
か
ら
の
誘
客
も
期
待
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
へ

の
き
っ
か
け
に
な
る
と
も
考
え
る
。

　
そ
の
ほ
か
の
質
問
項
目

 

・
新
城
駅
南
地
区
整
備
事
業
及
び
新
城

駅
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
等
設
置
事
業
に
つ

い
て
。

 

・
愛
知
県
立
新
城
有
教
館
高
等
学
校
に

つ
い
て

　

新
城
ラ
リ
ー
２
０
１
９
及
び
Ｗ
Ｒ
Ｃ

（
世
界
ラ
リ
ー
選
手
権
）
誘
致
に
つ
い
て

伺
う
。

①
新
城
ラ
リ
ー
２
０
１
９
の
事
業
概
要

は
。

②
３
月
開
催
に
向
け
解
決
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
諸
課
題
は
。

③
Ｗ
Ｒ
Ｃ
開
催
に
向
け
、
現
状
ま
で
の

取
り
組
み
と
可
能
性
は
。

④
Ｗ
Ｒ
Ｃ
開
催
の
意
義
は
。

　

産
業
振
興
部
長

①
平
成
31
年
３
月
15
日
か
ら
17
日
に
、

メ
イ
ン
会
場
の
県
営
新
城
総
合
公
園
、

サ
テ
ラ
イ
ト
会
場
の
鬼
久
保
ふ
れ
あ

い
広
場
に
て
開
催
予
定
で
あ
る
。

要
件
の
撤
廃
、
保
育
料
が
統
一
さ
れ

て
い
る
。
保
育
所
保
育
指
針
と
幼
稚

園
教
育
要
領
を
踏
ま
え
た
統
一
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
に
て
保
育
の
質
を
保
っ
て

い
る
。
確
認
は
法
令
等
に
基
づ
く
各

種
報
告
や
指
導
保
育
士
に
よ
る
巡
回

指
導
等
報
告
と
協
議
に
よ
っ
て
行
っ

て
い
る
。

②
子
ど
も
た
ち
の
状
況
、
演
目
、
職
員

配
置
に
も
違
い
が
あ
る
た
め
数
値
的

に
表
す
こ
と
は
難
し
い
。

③
こ
ど
も
園
経
営
案
等
に
基
づ
き
、
指

導
保
育
士
等
が
園
巡
回
等
に
よ
り
、

検
証
と
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

④
各
園
で
入
園
説
明
会
、
保
護
者
会
総

会
で
の
説
明
、
園
だ
よ
り
へ
の
掲
載

や
掲
示
板
な
ど
に
よ
り
周
知
し
て
い

る
。

⑤
運
動
会
と
発
表
会
に
対
し
、
保
護
者

か
ら
飾
り
付
け
等
に
よ
る
演
出
を
望

む
声
が
１
件
あ
っ
た
。

　
そ
の
ほ
か
の
質
問
項
目

 

・
し
ん
し
ろ
健
康
づ
く
り
21
計
画
の
進

捗
に
つ
い
て

 
　

市
内
こ
ど
も
園
の
保
育
の
質
に
つ
い

て
伺
う
。

①
標
準
化
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
は
で
き
て

い
る
か
。
質
は
保
た
れ
て
い
る
か
。

そ
の
確
認
方
法
は
。

②
発
表
会
・
運
動
会
等
の
内
容
、
園
の

特
徴
や
違
い
は
ど
の
程
度
か
。

③
保
育
所
保
育
指
針
に
基
づ
い
た
保
育

の
検
証
は
。

④
市
の
保
育
方
針
や
施
策
の
保
護
者
へ

の
説
明
は
。

⑤
保
育
方
針
に
対
す
る
保
護
者
・
保
育

士
の
意
見
は
。

　

健
康
福
祉
部
長

①
保
育
の
時
間
、
３
歳
以
上
児
の
保
育

市内こども園の保育の質をどう担保
するか。

新城ラリー2019が3月に開催される。
厳しいスケジュールになるのでは。

統一カリキュラムにて保育の質を
保っている。

短い準備期間となるが入念な調整を
行う。
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小野田直美　議員

竹下修平　議員

こ
と
、
副
読
本
、
資
料
集
、
問
題
集
、

辞
書
等
の
学
習
教
材
に
加
え
、
水
筒
、

部
活
用
具
、
体
操
服
等
、
持
ち
物
が

増
え
、
重
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

②
中
学
生
で
あ
れ
ば
荷
物
の
持
ち
方
を

工
夫
し
た
り
、
荷
物
の
量
を
加
減
す

る
こ
と
で
、
体
へ
の
負
担
を
少
な
く

す
る
行
動
が
で
き
る
。
発
達
の
支
障

に
な
る
ほ
ど
の
影
響
は
な
い
も
の
と

考
え
る
。

③
教
室
に
置
き
場
所
を
確
保
し
、
家
庭

学
習
に
不
必
要
な
用
具
を
置
い
た

り
、
教
科
に
よ
り
持
ち
帰
ら
な
い
も

の
を
定
め
て
い
る
。、
通
学
カ
バ
ン
の

改
善
を
行
っ
た
学
校
も
あ
る
。

　　
　

校
長
会
に
て
通
学
時
の
荷
物
に
つ

い
て
一
般
質
問
が
あ
っ
た
こ
と
を
報

告
す
る
。

　
そ
の
ほ
か
の
質
問
項
目

 

・
共
育
学
校
に
つ
い
て

 

・
災
害
時
に
在
宅
避
難
す
る
要
配
慮
者

支
援
に
つ
い
て

　

近
年
通
学
時
の
荷
物
の
重
さ
が
問
題

視
さ
れ
、
文
部
科
学
省
か
ら
各
学
校
へ

対
応
を
求
め
る
通
知
が
さ
れ
た
。
本
市

中
学
生
の
、
通
学
時
の
荷
物
の
現
状
を

伺
う
。

①
教
科
書
、
そ
の
他
の
教
材
、
学
用
品

や
体
育
用
品
等
が
過
重
に
な
っ
て
は

い
な
い
か
。

②
荷
物
が
過
重
に
な
る
こ
と
で
、
身
体

の
発
達
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る

か
。

③
市
内
中
学
校
の
取
り
組
み
状
況
に
つ

い
て
。

　

教
育
長

①
教
科
書
の
サ
イ
ズ
が
大
き
く
な
っ
た

度
は
約
５
億
３
千
２
百
万
円
、
平

成
28
年
度
は
約
10
億
５
千
４
百
万

円
、
平
成
29
年
度
は
約
３
億
５
千
４

　

百
万
円
。
内
容
は
、
学
校
の
統
廃
合

に
関
係
す
る
増
築
・
改
修
工
事
、
ト

イ
レ
洋
式
化
の
ほ
か
、
緊
急
的
な
修

繕
な
ど
で
あ
る
。

②
空
調
機
の
設
置
、
老
朽
化
が
進
む
学

校
施
設
の
設
備
や
備
品
等
の
改
修
・

更
新
の
ほ
か
、
通
学
路
の
安
全
対
策

等
が
あ
る
。

③
12
月
定
例
会
に
お
い
て
関
連
す
る
事

業
の
補
正
予
算
を
計
上
し
た
。

④
修
繕
や
更
新
に
つ
い
て
検
討
し
、
環

境
改
善
に
努
め
て
い
る
。

⑤
意
見
・
業
務
改
善
提
案
、
自
己
申
告

の
実
施
、
校
長
と
の
面
談
等
を
実
施

し
て
い
る
。

⑥
老
朽
化
し
た
施
設
・
設
備
へ
の
対
応
。

特
に
給
食
施
設
の
あ
り
方
に
つ
い
て

は
喫
緊
の
課
題
と
な
る
。

　
そ
の
ほ
か
の
質
問
項
目

 

・
公
共
施
設
の
管
理
・
運
営
に
つ
い
て

 

　

市
内
の
教
育
環
境
に
つ
い
て
伺
う
。

①
直
近
５
年
間
に
お
け
る
小
中
学
校
の

環
境
整
備
額
と
実
施
内
容
は
。

②
Ｐ
Ｔ
Ａ
や
各
種
団
体
か
ら
の
要
望
は
。

③
小
中
学
校
へ
の
空
調
設
備
設
置
の
対

応
状
況
は
。

④
給
食
室
の
環
境
整
備
は
。

⑤
職
員
等
の
声
を
拾
い
上
げ
る
仕
組
み

は
。

⑥
今
後
、
教
育
現
場
で
起
こ
り
う
る
課

題
は
。

　

教
育
部
長

①
工
事
費
・
修
繕
費
で
平
成
25
年
度
は

約
１
億
３
千
５
百
万
円
、
平
成
26
年

度
は
約
８
千
４
百
万
円
、
平
成
27
年

今後、教育現場で起こりうる課題は。

中学生の通学時の荷物に対する市の
対応は

老朽化した施設・設備への対応と給
食施設のあり方。

文部省通知を各学校に周知し、順次
改善を進めている
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山口洋一　議員　

澤田恵子　議員

は
、
難
し
い
状
況
。

②
市
の
文
書
指
導
の
内
容
は
、
一
次
発

酵
槽
用
脱
臭
棟
の
気
体
排
出
口
か
ら

の
悪
臭
の
排
出
を
減
少
さ
せ
、
規
制

基
準
に
適
合
す
る
よ
う
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
事
業
者
か
ら

の
改
善
報
告
書
の
内
容
に
つ
い
て

は
、
個
別
事
案
で
あ
り
公
表
で
き
な

い
。
な
お
、
９
月
、
11
月
に
計
３
回

実
施
し
た
臭
気
測
定
の
結
果
は
、
い

ず
れ
も
基
準
値
以
内
と
な
っ
て
い

る
。

　
そ
の
ほ
か
の
質
問
項
目

 
・
一
鍬
田
地
内
油
漏
れ
事
故
に
つ
い
て

 

・
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
と
環
境
に

つ
い
て

　

新
城
南
部
企
業
団
地
産
業
廃
棄
物
中

間
処
理
施
設
に
つ
い
て
伺
う
。

①
事
業
者
主
催
の
住
民
へ
の
説
明
会
等

の
可
能
性
は
。

②
平
成
30
年
９
月
に
市
か
ら
事
業
者
に
、

気
体
排
出
口
２
号
基
準
超
過
に
対
す

る
文
書
指
導
を
実
施
、
10
月
に
事
業

者
か
ら
改
善
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ

た
。
市
の
指
導
文
書
、
事
業
者
の
改

善
報
告
書
は
ど
の
よ
う
な
内
容
だ
っ

た
か
。

　

市
民
環
境
部
長

①
事
業
者
に
対
し
、
住
民
へ
の
説
明
会

を
要
請
し
て
い
る
が
、
現
状
で
は
、

事
業
者
主
催
に
よ
る
説
明
会
開
催

減
、
救
急
車
の
収
容
率
は
49
・３
％
か

ら
52
・
５
％
と
3.2
％
の
増
と
な
っ
て

い
る
。
収
支
面
で
は
、
約
４
千
万
円

の
収
支
改
善
が
図
ら
れ
た
。
今
後
は

救
急
医
療
の
充
実
と
総
合
的
な
医
療

を
担
う
総
合
診
療
医
の
招
へ
い
・
育

成
に
努
め
る
。

　

産
業
振
興
部
長

②
新
東
名
開
通
等
の
交
通
ア
ク
セ
ス
改

善
に
よ
り
、
名
古
屋
圏
か
ら
の
観
光

客
の
増
加
や
、
外
国
人
の
来
訪
な
ど

が
あ
る
。
引
き
継
き
来
訪
者
の
利
便

性
や
快
適
性
の
向
上
を
図
る
。

　

健
康
福
祉
部
長

③
11
月
１
日
現
在
の
生
活
保
護
受
給
者

は
１
１
４
世
帯
１
４
６
名
。
未
申
請

者
の
把
握
は
、
民
生
委
員
や
社
会
福

祉
協
議
会
な
ど
、
関
係
機
関
と
連
携

し
て
い
る
。
今
後
も
生
活
困
窮
者
自

立
支
援
事
業
を
充
実
さ
せ
な
が
ら
継

続
し
、
実
態
の
把
握
と
支
援
に
努
め

る
。

　
そ
の
ほ
か
の
質
問
項
目

 

・
防
災
拠
点
の
在
り
方
に
つ
い
て

 

・
住
民
投
票
の
経
緯
と
評
価
に
つ
い
て

 

・
新
城
市
の
ダ
ム
に
対
す
る
考
え
と
対

応
に
つ
い
て

 

　

今
後
の
新
城
市
の
施
策
に
つ
い
て
伺

う
。

①
新
城
市
民
病
院
の
運
営
状
況
と
、
今

後
の
対
策
と
方
向
性
は
。

②
観
光
地
、
観
光
事
業
の
現
状
を
ど
う

と
ら
え
進
め
て
い
く
の
か
。

③
生
活
保
護
申
請
の
現
状
は
。
申
請
を

し
な
い
又
は
で
き
な
い
方
の
把
握

は
。
今
後
に
向
け
て
の
対
応
は
。

　

経
営
管
理
部
長

①
昨
年
度
と
今
年
度
の
上
半
期
比
較
で

１
日
当
た
り
の
平
均
入
院
患
者
数
は

97
・
２
人
か
ら
１
１
０
・
１
人
と
12
・９

人
の
増
、
外
来
患
者
数
は
３
４
２
・３

人
か
ら
２
８
２
・５
人
と
59
・
８
人
の

新城市民病院の運営状況は。

産業廃棄物中間処理事業者主催の
住民説明会はあるか。

約４，０００万円の収支改善が図られた。

要請をしているが難しい状況。
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山田辰也　議員

佐宗龍俊　議員

　
　

住
民
自
治
の
基
盤
と
し
て
、
地
域

を
よ
り
良
く
す
る
た
め
の
課
題
や
将

来
像
等
を
話
し
合
い
、
そ
の
内
容
を

地
域
の
意
見
と
し
て
市
に
伝
え
る
た

め
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

②
課
題
や
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
地

域
自
治
の
仕
組
み
と
し
て
本
市
に

は
、
行
政
区
や
地
域
自
治
区
が
設
置

さ
れ
て
い
る
。
地
域
の
意
見
を
市
に

届
け
る
方
法
と
し
て
は
、
行
政
区
長

か
ら
の
地
域
要
望
の
提
出
の
ほ
か
、

地
域
協
議
会
に
お
い
て
地
域
自
治
区

内
の
課
題
に
つ
い
て
審
議
し
、
市
に

意
見
を
述
べ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
る
。
こ
う
し
た
制
度
を
活
用
し
、

地
域
と
の
意
見
交
換
を
重
ね
な
が

ら
、
市
民
と
と
も
に
よ
り
よ
い
地
域

づ
く
り
を
考
え
、
行
政
と
し
て
の
役

割
を
果
た
し
て
い
く
。

　
そ
の
ほ
か
の
質
問
項
目

 

・
公
共
施
設
屋
根
貸
し
事
業
に
つ
い
て

　

地
域
協
議
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
伺

う
。

①
地
元
の
問
題
、
課
題
は
地
元
で
解
決

す
る
と
し
て
い
る
が
、
地
域
協
議
会

ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
る
か
。

②
問
題
が
未
解
決
の
場
合
、
最
終
的
な

行
政
の
責
任
は
。

　

企
画
部
長

①
具
体
的
な
地
域
協
議
会
の
役
割
は
、

 

・
地
域
に
関
す
る
市
政
へ
の
提
案
を

行
う
。

 

・
地
域
活
動
へ
の
支
援
に
つ
い
て
審

査
す
る
。

 

・
市
長
か
ら
の
問
い
か
け
等
に
意
見

を
述
べ
る
。
と
し
て
い
る
。

一
部
損
壊
が
主
な
も
の
で
あ
る
。
台

風
24
号
は
、
７
６
６
件
の
被
害
報
告
。

倒
木
、
崩
土
・
土
砂
崩
れ
、
電
柱
・

電
線
被
害
、
住
家
の
一
部
損
壊
が
主

な
も
の
で
あ
る
。

②
台
風
21
号
の
被
害
対
応
は
全
て
完
了
。

台
風
24
号
は
、
道
路
、
河
川
合
わ
せ

て
１
７
３
件
中
、
76
％
の
対
応
が
完

了
し
た
。
今
後
は
補
正
予
算
に
て
対

応
す
る
。

③
本
市
は
指
定
外
の
た
め
公
共
土
木
施

設
災
害
復
旧
事
業
へ
の
影
響
は
な

い
。

④
市
民
生
活
に
影
響
が
大
き
く
緊
急
性

の
高
い
も
の
か
ら
、
早
期
復
旧
に
努

め
る
。

⑤
台
風
被
害
に
つ
い
て
は
災
害
復
旧
事

業
と
し
て
地
方
債
を
活
用
す
る
な
ど

の
予
算
確
保
を
行
う
た
め
、
基
本
的

に
は
影
響
が
な
い
と
考
え
る
。

　
そ
の
ほ
か
の
質
問
項
目

 

・
本
市
の
過
疎
問
題
・
人
口
ビ
ジ
ョ
ン

に
つ
い
て

 

　

台
風
21
号
及
び
台
風
24
号
の
被
害
に

つ
い
て
伺
う
。　
　

①
被
害
状
況
は
。

②
復
旧
の
進
捗
状
況
は
。

③
国
は
台
風
24
号
に
伴
う
豪
雨
被
害
を

激
甚
災
害
に
指
定
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
本
市
の
災
害
復
旧
事
業
が
進
む
可

能
性
は
。

④
小
規
模
被
害
の
復
旧
対
応
は
。

⑤
台
風
被
害
に
よ
り
、
以
前
か
ら
の
地

区
要
望
対
応
に
遅
れ
が
生
じ
な
い

か
。

　

建
設
部
長

①
台
風
21
号
は
、
94
件
の
被
害
報
告
。

倒
木
、
崩
土
・
土
砂
崩
れ
、
住
家
の

台風被害の復旧の状況は。

地域協議会の役割は。

21号は全て完了。24号は76％完了。

地域の課題や提案をまとめ、市ととも
に地域づくりを考えている
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下江洋行　議員　

滝川健司　議員

消
火
救
出
班
や
市
職
員
等
が
、
そ
の

場
で
で
き
る
最
善
の
対
応
を
し
た
。

③
水
資
源
機
構
に
よ
れ
ば
、
台
風
24
号

で
は
約
40
万
㎥
を
貯
留
し
て
い
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
下
流
域
の
洪
水
を
軽

減
し
て
お
り
、
急
激
な
水
位
の
上
昇

は
ダ
ム
操
作
に
起
因
す
る
も
の
で
は

な
く
、
流
域
全
体
の
大
き
な
降
雨
が

原
因
と
の
こ
と
で
あ
る
。

④
ダ
ム
放
流
時
に
は
管
理
者
か
ら
、
市

に
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
及
び
電
話
に
よ
る

連
絡
が
あ
り
、
流
域
住
民
に
は
サ
イ

レ
ン
と
音
声
に
よ
る
警
報
を
流
し
、

水
位
上
昇
の
注
意
喚
起
を
促
し
て
い

る
。
現
在
、
こ
れ
に
対
す
る
市
か
ら

市
民
へ
の
情
報
発
信
は
な
い
た
め
、

防
災
行
政
無
線
等
に
よ
る
周
知
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
く
。

　
そ
の
ほ
か
の
質
問
項
目

 

・
水
道
事
業
に
つ
い
て

　

台
風
24
号
に
起
因
す
る
洪
水
害
と
今

後
の
対
策
に
つ
い
て
伺
う
。

①
河
川
の
増
水
に
伴
う
、
洪
水
害
の
被

害
状
況
は
。

②
浸
水
等
の
被
害
を
受
け
た
方
へ
の
対

応
は
。

③
上
流
ダ
ム
の
放
流
と
の
関
連
性
は
。

④
ダ
ム
管
理
者
と
の
情
報
共
有
等
も
含

め
、
流
域
住
民
の
不
安
を
取
り
除
く

た
め
の
対
策
は
。

　

総
務
部
理
事

①
床
下
浸
水
や
道
路
の
冠
水
、
沢
の
氾

濫
な
ど
８
件
の
被
害
報
告
が
あ
っ

た
。

②
消
防
職
員
、
消
防
団
員
で
構
成
す
る

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研
修
の
実
施
や
業
務
上

の
事
務
処
理
手
順
等
の
整
備
な
ど
、
個

別
の
対
応
は
し
て
い
る
も
の
の
、
組
織

全
体
と
し
て
一
定
の
方
向
性
を
も
っ
た

内
部
統
制
を
図
る
た
め
の
体
制
整
備
・

組
織
運
営
は
行
っ
て
い
な
い
。
内
部
統

制
制
度
は
、
適
正
な
業
務
執
行
の
確
保
、

安
定
的
、
効
率
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

行
う
う
え
で
有
効
な
も
の
で
あ
る
と
認

識
し
て
い
る
が
、
そ
の
対
象
事
務
の
範

囲
、
手
法
、
導
入
時
期
等
に
つ
い
て
十

分
に
検
討
し
た
上
で
、
本
市
に
と
っ
て

過
度
の
事
務
負
担
が
な
く
、
簡
便
で
実

効
性
の
あ
る
仕
組
み
と
す
る
こ
と
が
必

要
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
そ
の
ほ
か
の
質
問
項
目

 

・
長
篠
城
跡
保
存
活
用
計
画
に
つ
い
て

 

・
庁
舎
等
建
設
基
金
に
つ
い
て

 

　

地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
、
市
長

は
内
部
統
制
に
関
す
る
方
針
を
定
め
必

要
な
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
指
定
都
市
以
外
は
努
力
義

務
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
市
の
現
状
と

方
針
策
定
及
び
体
制
整
備
の
考
え
を
伺

う
。

　

総
務
部
長

　

内
部
統
制
制
度
は
、
人
口
減
少
社
会

に
お
い
て
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
安
定
的
、

持
続
的
、
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
提
供

し
て
い
く
た
め
の
地
方
行
政
の
体
制
を

確
立
す
る
た
め
に
、
平
成
32
年
４
月
に

施
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
現
状
は
、

こ
れ
ま
で
管
理
職
を
対
象
に
し
た
コ
ン

内部統制の体制整備について、市の
考えは。

台風24号に起因する洪水害の状況は。

十分に検討し、実効性のある仕組み
としたい。

８件の被害報告があった。



99

浅尾洋平　議員

中西宏彰　議員

関
係
各
課
、
愛
知
県
と
共
に
現
地
に

立
ち
入
り
、
当
該
事
業
者
に
対
し
、

随
時
指
導
等
行
っ
た
。
ま
た
、
当
該

事
業
者
が
開
催
し
た
地
元
住
民
に
対

す
る
説
明
会
に
も
出
席
し
て
い
る
。

②
新
東
名
新
城
Ｉ
Ｃ
近
接
養
鶏
場
周
辺

環
境
調
査
と
し
て
、
平
成
27
年
度
よ

り
夏
期
と
冬
期
の
年
２
回
、
当
該
事

業
場
周
辺
の
３
か
所
で
調
査
を
行
っ

て
い
る
。
こ
の
ほ
か
当
該
事
業
所
も

含
む
悪
臭
が
懸
念
さ
れ
る
10
か
所
以

上
の
地
点
に
つ
い
て
、
夜
間
に
お
け

る
臭
気
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、

職
員
巡
視
に
よ
る
夜
間
悪
臭
調
査
を

行
っ
て
い
る
。
当
該
事
業
所
は
第
３

種
地
域
と
な
り
、
敷
地
境
界
で
の
規

制
基
準
値
は
臭
気
指
数
18
と
な
る
。

　

再
質
問
 

・
鶏
糞
流
出
の
当
日
、
市
は
水
質
検
査

を
行
っ
た
か
。

　

市
民
環
境
部
長　

　

行
っ
て
い
な
い
。

　
そ
の
ほ
か
の
質
問
項
目

 

・
小
中
学
校
の
エ
ア
コ
ン
設
置
と
教
育

施
設
の
修
繕
費
に
つ
い
て

 

・
千
郷
中
こ
ど
も
園
の
建
替
え
に
つ
い
て

 

・
市
内
八
名
地
区
の
産
廃
処
理
施
設
の

　

悪
臭
問
題
に
つ
い
て

　

浅
谷
地
区
養
鶏
場
の
環
境
問
題
に
つ

い
て
伺
う
。

①
浅
谷
地
区
の
養
鶏
場
が
も
た
ら
し
た

汚
水
の
流
出
、
悪
臭
、
大
量
の
ハ
エ

の
発
生
に
つ
い
て
、
市
は
い
つ
把
握

し
、
ど
う
対
応
し
た
か
。

②
悪
臭
の
規
制
基
準
（
１
号
、
２
号
、

３
号
基
準
）
を
把
握
（
測
定
回
数
・

基
準
数
値
な
ど
）
し
て
い
る
か
。

　

市
民
環
境
部
長　

①
本
年
９
月
の
鶏
糞
流
出
事
故
に
つ
い

て
は
、
地
元
住
民
の
苦
情
か
ら
直
ち

に
現
地
へ
赴
き
、
川
の
濁
り
と
臭
い

を
確
認
し
た
。
ハ
エ
の
発
生
に
つ
い

て
も
現
地
確
認
等
行
っ
た
。
対
応
と

し
て
は
、
事
故
発
生
直
後
よ
り
、
市

　

市
民
環
境
部
長

①
９
月
１
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で
で
、

延
べ
64
件
。
実
人
数
は
、
匿
名
・
企

業
も
含
め
て
８
名
程
度
で
あ
る
。

②
11
月
下
旬
に
当
該
事
業
者
へ
引
き
渡

さ
れ
、
現
在
通
常
運
転
を
し
て
い
る
。

③
西
側
は
隣
接
企
業
の
臭
気
が
混
在
す

る
恐
れ
が
あ
り
、
南
側
は
、
法
面
で

高
低
差
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
測
定
に

は
不
向
き
と
考
え
る
。

④
開
催
は
難
し
い
状
況
だ
が
、
引
き
続

き
要
請
を
し
て
い
く
。

⑤
説
明
会
と
同
様
。
引
き
続
き
要
請
し

て
い
く
。

⑥
許
可
権
限
者
で
あ
る
愛
知
県
が
、
適

切
に
判
断
す
る
も
の
と
考
え
る
。

　
そ
の
ほ
か
の
質
問
項
目

 

・
台
風
24
号
へ
の
対
応
に
つ
い
て

 

　

新
城
南
部
企
業
団
地
産
業
廃
棄
物
中

間
処
理
施
設
の
環
境
対
策
に
つ
い
て
伺

う
。

①
９
月
定
例
会
以
降
の
苦
情
等
の
状
況

は
。

②
２
次
発
酵
槽
用
脱
臭
棟
の
工
事
に
つ

い
て
、
そ
の
後
の
状
況
は
。

③
新
た
に
西
側
・
南
側
で
の
臭
気
測
定

が
必
要
と
の
意
見
が
あ
る
が
検
討

は
。

④
当
該
企
業
主
催
の
住
民
説
明
等
は
。

⑤
当
該
企
業
に
求
め
て
い
る
誓
約
書
の

状
況
と
今
後
の
対
策
は
。

⑥
平
成
32
年
11
月
許
可
更
新
に
向
け
て
、

市
は
ど
の
よ
う
な
対
応
・
対
策
で
県

に
要
望
す
る
考
え
か
。

9月定例会以降の臭気の苦情件数は。

鶏糞流出事故の対応は。

延べ６４件である。

直ちに現地確認等を行い、県ととも
に指導等を行った。
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鈴木達雄　議員　

８
割
が
製
材
用
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
る
。

③
森
林
施
業
を
集
約
化
す
る
こ
と
が
必

須
で
あ
り
、
民
間
活
力
の
導
入
も
推

進
し
て
い
く
。

④
集
約
化
施
業
説
明
会
や
間
伐
説
明
会

な
ど
で
実
施
し
て
い
く
。

⑤
国
等
の
人
材
育
成
事
業
等
を
紹
介
し
、

人
材
の
育
成
に
努
め
る
。

⑥
作
手
総
合
支
所
、
作
手
小
学
校
、
新

庁
舎
の
建
設
に
お
い
て
、
構
造
材
や

内
装
材
と
し
て
活
用
し
た
。

⑦
公
共
施
設
だ
け
で
な
く
民
間
施
設
へ

取
組
み
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、
新
た

な
産
業
分
野
の
発
展
を
図
り
た
い
。

⑧
意
見
を
伺
い
、
新
た
な
取
り
組
み
に

つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
。

　
そ
の
ほ
か
の
質
問
項
目

 

・
災
害
時
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
確
保
対
策

に
つ
い
て

　

森
林
資
源
の
活
用
に
つ
い
て
伺
う
。

①
供
給
力
の
把
握
は
。

②
供
給
及
び
活
用
状
況
は
。

③
活
用
拡
大
に
向
け
た
方
策
は
。

④
森
林
所
有
者
に
対
す
る
働
き
か
け
は
。

⑤
林
業
従
事
者
の
育
成
・
確
保
は
。

⑥
公
共
施
設
等
に
お
け
る
木
材
活
用
は
。

⑦
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
等
、
森
林
資
源
を

用
い
る
範
囲
の
拡
大
は
。

⑧
林
業
、
木
材
生
産
事
業
者
の
支
援
は
。

　

産
業
振
興
部
長

①
県
が
調
査
し
た
デ
ー
タ
に
よ
り
把
握

し
て
い
る
。

②
素
材
生
産
量
は
、
減
少
傾
向
で
あ
っ

た
が
、
昨
年
は
増
加
に
転
じ
た
。
約

森林資源活用の拡大に向けた市の方
策は。

森林施業を集約化することが必須で
ある。

　
議
員
の
更
な
る
政
治
倫
理
の
確
立

と
向
上
を
図
る
た
め
、
議
員
の
責
務

の
明
確
化
、
審
査
請
求
の
手
続
き
等

に
お
い
て
、
必
要
な
改
正
を
行
い
ま

し
た
。
主
な
改
正
点
は
次
の
と
お
り

で
す
。

①
議
員
と
し
て
の
資
質
の
向
上
に
努

め
る
宣
誓
書
の
提
出
を
義
務
付
け

ま
し
た
。

②
議
員
が
審
査
の
請
求
を
す
る
場
合
、

必
要
な
連
署
の
数
を
、
議
員
定
数

の
「
12
分
の
１
以
上
」
か
ら
「
８

分
の
１
以
上
」
と
し
ま
し
た
。（
懲

罰
動
議
の
提
出
要
件
に
合
わ
せ
ま

し
た
。）

③
議
長
は
審
査
会
を
設
置
す
る
前
に
、

審
査
請
求
の
内
容
に
つ
い
て
審
査

し
、
審
査
対
象
に
当
た
ら
な
い
場

合
な
ど
に
は
却
下
が
で
き
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

④
審
査
会
の
審
査
結
果
に
お
い
て
、

遵
守
す
べ
き
基
準
に
違
反
す
る
行

為
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
時
点
で
、

ま
ず
は
対
象
議
員
に
対
し
て
、
違

反
状
況
を
是
正
す
る
な
ど
の
自
発

的
な
行
動
を
求
め
る
こ
と
と
し
、

そ
の
後
一
定
の
期
間
に
お
い
て
、

自
発
的
な
行
動
が
不
十
分
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
場
合
は
、
議
決
に
よ

り
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と

を
求
め
る
と
い
う
段
階
的
な
手
順

を
条
文
化
し
ま
し
た
。

政
治
倫
理
条
例
を
改
正
し
ま
し
た
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議案とは、議会の議決を経て、市または議会の意思を決定するため、
市長または議員もしくは委員会が、議会に提出する案件のことです。

決まりました！！

新
城
市
税
条
例
の
一
部
改
正

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
法

人
市
民
税
の
法
人
税
割
の
税
率
を
引
き

下
げ
る
と
と
も
に
、
不
均
一
課
税
の
制

度
を
導
入
す
る
た
め
規
定
を
整
備
し
ま

す
。新

城
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
条
例
及
び
新
城
市
企
業
職
員

の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

　

子
の
養
育
に
係
る
職
員
の
休
業
の
取

得
要
件
を
拡
充
し
ま
す
。

新
城
市
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の

選
挙
に
お
け
る
自
動
車
の
使
用
等

の
公
営
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

　

公
職
選
挙
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

市
議
会
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
頒
布
す

る
ビ
ラ
を
公
費
で
負
担
で
き
る
よ
う
規

定
を
整
備
し
ま
す
。

新
城
市
福
祉
円
卓
会
議
条
例
の

制
定

　

社
会
福
祉
事
業
に
従
事
す
る
者
の
社

会
的
評
価
の
向
上
及
び
地
域
社
会
全
体

で
の
人
材
の
育
成
の
推
進
を
図
る
た
め

調
査
審
議
す
る
機
関
を
設
置
し
ま
す
。

主
な
議
案
の
内
容

　

市
議
会
12
月
定
例
会
は
12
月
７
日
か
ら
12
月
21
日
ま
で
の
15
日

間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
定
例
会
で
は
、
条
例
の
判
定
・
一
部
改
正
や
補
正
予
算
な

ど
、
市
長
提
出
議
案
23
件
の
ほ
か
、
議
員
提
出
議
案
が
上
程
さ
れ

慎
重
審
議
を
行
い
ま
し
た
。

新
城
市
肥
料
等
の
大
量
な
施
用
等

の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

　

農
薬
取
締
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

「
農
薬
」
を
定
義
す
る
条
項
の
改
正
を

行
い
ま
す
。

平
成
30
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
そ
れ
ぞ

れ
５
億
４
，
５
４
２
万
円
を
追
加
し
ま

す
。

◆
地
域
情
報
通
信
基
盤
管
理
事
業　

　

台
風
24
号
の
被
害
に
よ
る
光
フ
ァ
イ

バ
ー
ケ
ー
ブ
ル
の
修
繕
を
行
い
ま
す
。

◆
道
の
駅
管
理
事
業

　

台
風
24
号
の
被
害
に
よ
る
「
道
の
駅

も
っ
く
る
新
城
」
の
屋
根
と
ト
イ
レ
の

窓
の
修
繕
を
行
い
ま
す
。

◆
小
学
校
管
理
事
業

　

新
城
小
学
校
の
遊
具
の
修
繕
・
樹
木

の
伐
採
及
び
千
郷
小
学
校
の
遊
具
の
修

繕
・
雨
漏
り
の
修
繕
を
行
い
ま
す
。

新
城
市
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の

も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

　

平
成
30
年
人
事
院
勧
告
に
準
拠
し
た

措
置
を
講
じ
る
た
め
に
規
定
を
整
備
し

ま
す
。

新
城
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

　

平
成
30
年
人
事
院
勧
告
に
準
拠
し
た

措
置
を
講
じ
る
た
め
に
規
定
を
整
備
し

ま
す
。

平
成
30
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
そ
れ
ぞ

れ
８
億
９
，
２
２
９
万
３
千
円
を
追
加

し
ま
す
。

◆
小
中
学
校
空
調
設
備
整
備
事
業　

　

市
内
全
小
中
学
校
の
空
調
設
置
工
事

を
早
期
着
手
し
て
い
き
ま
す
。
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この様な理由で
賛成・反対しました主 な 議 案 の 討 論

浅尾 洋平議員

 2019年10月の消費税増税を前提とした理由
による条例改正には、反対する。

鈴木 達雄議員

 地方税法の改正に伴うものであり、不均一課
税の導入は法人の力に応じたものと考え、賛成
する。

●第126号議案

新城市税条例の一部改正　　　 　　　　　　　　　　                　（賛成多数により可決）

賛成反対

●第146号議案

新城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する
条例の一部改正  　　　　　　　　　　　　 　                    　　　　　　（賛成多数により可決）

澤田 恵子議員

 市職員が現場等で現状や生の声を聞くことの
ほうが端的かつ的確である。この会議は効率が
悪いと考え、反対する。

鈴木 長良議員

 この会議は社会福祉事業に従事する者の人
材確保等の推進に資するものであると考え、賛
成する。

澤田 恵子議員

 多くの台風被害もあった。市民感情を鑑みれ
ばこのタイミングではないと考え、反対する。

村田 康助議員

 人事院勧告は国で調査され公務員と民間給
与の均衡を図るものである。十分な検討がなされ
ていると考え、賛成する。

山田 辰也議員

 給料が上がらないと市民サービスが低下すると
いうことはない。時期尚早であると考え、反対す
る。

村田 康助議員

 労働権が制限される公務員の制度であり、生
活権の確保が目的である。人事院が判断してい
るため、賛成する。

●第147号議案

新城市職員の給与に関する条例の一部改正　           　（賛成多数により可決）

浅尾 洋平議員

 人事院勧告は一般職員のもので、特別職に
は当てはまらないため、報酬審議会に諮るべきと
考え、反対する。

小野田 直美議員

 市三役の仕事や責任は、市民福祉向上のため
ますます増えていく。人事委員会を持たない本市で
は、勧告に準拠するのが合理的と考え、賛成する。

賛成反対

賛成反対

賛成反対

反対 賛成

●第130号議案

新城市福祉円卓会議条例の制定　　　　　 　               　（賛成多数により可決）

浅尾 洋平議員

 社会福祉事業に従事する者の社会的評価向上
は本来、国の施策で行うべきことと考え、反対する。

反対

小野田 直美議員

 討論に守秘の部分がなかったこと、情報公開
条例上、非開示事項に該当もないことを鑑み、
反対する。

下江 洋行議員

 議選監査委員として職務の中立性を保ち公正
に監査業務を行うために求められる倫理観に欠
けていると認めざるを得ず、賛成する。

滝川健司議員に対する問責決議　    　　　　　　　　　       　（賛成多数により可決）

賛成反対
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総
務
消
防
委
員
会

■
地
区
防
災
に
つ
い
て
の

　

座
談
会

　

昨
年
の
台
風
24
号
で
は
土
砂

災
害
や
急
激
な
河
川
水
位
の
上

昇
、
広
範
囲
の
長
期
停
電
が
発

生
し
ま
し
た
。
災
害
に
際
し
地

域
の
皆
様
の
命
を
守
る
た
め
に

本
当
に
必
要
な
防
災
と
は
何
な

の
か
、
ご
意
見
や
現
状
を
伺
い
、

地
区
の
実
情
に
即
し
た
防
災
対

策
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考

え
、
い
く
つ
か
の
地
区
で
防
災

対
策
に
つ
い
て
の
座
談
会
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
市
民
の
声
を

委
員
会
と
し
て
政
策
提
言
へ
繋

げ
て
ま
い
り
ま
す
。

 

厚
生
文
教
委
員
会

■
管
内
視
察

　

11
月
20
日
、
千
郷
小
学
校
・

千
郷
中
学
校
・
作
手
中
学
校
・

作
手
こ
ど
も
園
の
4
か
所
を
訪

問
し
、
各
現
場
の
先
生
か
ら
現

状
説
明
と
各
施
設
の
現
状
を
調

査
し
ま
し
た
。
人
口
減
少
の
中

で
、
新
城
を
担
う
子
ど
も
た
ち

の
教
育
環
境
の
質
の
向
上
と
安

全
確
保
に
努
め
て
い
ま
す
。

経
済
建
設
委
員
会

■
2
月
15
日
に
は
管
内
視
察
を

行
い
、
主
に
市
内
に
お
け
る
森

林
資
源
の
有
効
活
用
を
確
認
し

て
ま
い
り
ま
す
。
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
地
産
地
消
に
よ
り
市
内
経
済

に
よ
り
良
い
循
環
が
期
待
さ
れ

る
と
共
に
、
今
ま
で
破
棄
さ
れ

て
い
た
も
の
の
有
効
活
用
が
ど

の
よ
う
に
生
か
さ
れ
る
か
を
確

認
し
て
ま
い
り
ま
す
。

委員会とは、議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査調査機関として設置される審査機関のことです。

各委員長が、委員会活動について
分かりやすくお伝えするコーナーです。

委員会インフォメーション
i n f o r m a t i o n

委員会とは、議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査調査機関として設置される審査機関のことです。

各委員長が、委員会活動について
分かりやすくお伝えするコーナーです。

※○は賛成、×は反対、賛否については各議員からの報告をもとに公表しています。

議
案
番
号

議  案  名
議
決
結
果

表決 議     員     名

賛　
　

成

反　
　

対

竹
下　

修
平

齊
藤　

竜
也

佐
宗　

龍
俊

鈴
木　

長
良

澤
田　

恵
子

浅
尾　

洋
平

柴
田
賢
治
郎

小
野
田
直
美

山
田　

辰
也

山
崎　

祐
一

村
田　

康
助

山
口　

洋
一

下
江　

洋
行

長
田　

共
永

鈴
木　

達
雄

滝
川　

健
司

中
西　

宏
彰

丸
山　

隆
弘

126 新城市税条例の一部改正 原案
可決 16 1 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
長
は
議
決
に
加
わ
ら
な
い

130 新城市福祉円卓会議条例
の制定

原案
可決 13 4 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

146
新城市特別職の職員で常
勤のものの給与及び旅費
に関する条例の一部改正

原案
可決 12 5 ○ × × ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

147 新城市職員の給与に関す
る条例の一部改正

原案
可決 15 2 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

決議
2

滝川健司議員に対する問
責決議

原案
可決 13 3 ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 除

斥 ○

議 案 賛 否



新
城
駅
構
内
に

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
置

　

新
城
駅
構
内
の
利
用
環
境
は
、
か
ね

て
よ
り
市
民
の
皆
さ
ま
を
悩
ま
せ
て
き

ま
し
た
。
急
勾
配
な
階
段
、
屋
根
の
無

い
跨
線
橋
。
急
速
に
進
展
す
る
高
齢
社

会
に
あ
っ
て
、駅
構
内
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

に
よ
る
利
便
性
向
上
の
取
り
組
み
は
、

喫
緊
の
課
題
で
あ
る
な
か
昨
年
３
月
定

例
会
に
お
い
て「
新
城
駅
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

等
設
置
事
業
」
と
し
て
３
９
０
万
８
千

円
の
設
計
事
業
費
が
議
決
に
至
り
、
こ

の
ほ
ど
設
計
図
面
が
で
き
上
が
り
ま
し

た
。基
本
設
計
に
よ
る
と
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

は
11
人
乗
り
で
、
２
・３
番
線
ホ
ー
ム
と

１
番
線
ホ
ー
ム
を
行
き
来
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
階
段
も
蹴
上
高
15
㎝
、

踏
み
幅
30
㎝
と
昇
降
し
や
す
く
な
り
ま

す
。
計
画
ど
お
り
に
改
築
工
事
が
進
め

ば
、
２
０
２
１
年
度
末
ま
で
に
は
バ
リ

ア
フ
リ
ー
の
快
適
な
新
城
駅
に
生
ま
れ

変
わ
り
ま
す
。

14

議 決 結 果 一 覧

議案番号 議　　　　　案　　　　　名 議決年月日 審議結果
報告12 専決処分事項の報告（和解及び損害賠償の額の決定） 30・12・7 報告

報告13 専決処分事項の報告（和解及び損害賠償の額の決定） 〃 〃

報告14 専決処分事項の報告（和解及び損害賠償の額の決定） 〃 〃

報告15 専決処分事項の報告（工事請負契約の変更） 〃 〃

126 新城市税条例の一部改正 30・12・21 原案可決

127 新城市職員の育児休業等に関する条例及び新城市企業職員の給与の種類及び基
準に関する条例の一部改正 〃 〃

128 新城市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正 〃 〃

129 新城市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に関する条例
の一部改正 〃 〃

130 新城市福祉円卓会議条例の制定 〃 〃

131 新城市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正 〃 〃

132 新城市肥料等の大量な施用等の防止に関する条例の一部改正 〃 〃

133 平成30年度新城市一般会計補正予算（第４号） 〃 〃

134 平成30年度新城市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 〃 〃

135 平成30年度新城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 〃 〃

136 平成30年度新城市国民健康保険診療所特別会計補正予算（第２号） 〃 〃

137 平成30年度新城市水道事業会計補正予算（第１号） 〃 〃

138 平成30年度新城市工業用水道事業会計補正予算（第１号） 〃 〃

139 平成30年度新城市下水道事業会計補正予算（第１号） 〃 〃

140 市有財産の無償譲渡 〃 〃

141 市有財産の無償譲渡 〃 〃

142 人権擁護委員の候補者の推薦 〃 異議なし

143 新城市作手高齢者生活福祉センター虹の郷の指定管理者の指定 〃 原案可決

144 新城市つくで手作り村の指定管理者の指定 〃 〃

145 東三河広域連合規約の変更 〃 〃

146 新城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正 〃 〃

147 新城市職員の給与に関する条例の一部改正 〃 〃

148 平成30年度新城市一般会計補正予算（第５号） 〃 〃

議員１ 新城市議会議員政治倫理条例の一部改正 〃 〃

意見３ 太陽光発電設備の立地規制等に係る法整備等を求める意見書 〃 〃

新城市議会議員政治倫理審査会審査結果に基づく山崎祐一議員に対する措置の件 〃 〃

決議２ 滝川健司議員に対する問責決議 〃 〃

12月定例会



お知らせ

お知らせ
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い
つ
も
お
読
み
い
た
だ
き
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
新
人
議
員
に
と
っ
て

の
広
報
広
聴
委
員
会
は
と
て
も
意
見
の

出
し
や
す
い
も
の
で
し
た
。
市
民
の
皆

様
に
「
伝
え
る
」
こ
と
の
重
要
性
と
難

し
さ
を
感
じ
な
が
ら
の
一
年
間
で
あ
り

ま
し
た
が
、
有
意
義
な
議
論
の
も
と
、

こ
れ
ま
で
「
議
会
し
ん
し
ろ
」
の
発
行

が
で
き
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
よ
り
良
く
し
て
い
く
為

に
は
ま
だ
伸
び
し
ろ
も
あ
り
ま
す
し
、

そ
れ
は
同
時
に
「
議
会
改
革
」
へ
と
つ

な
が
る
活
動
と
な
り
ま
す
。
こ
の
議
会

し
ん
し
ろ
の
充
実
も
で
す
が
、
市
民
の

皆
様
に
議
会
を
も
っ
と
よ
く
知
っ
て
い

た
だ
き
、
よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り
に
有

益
な
活
動
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
齊
藤
竜
也
）

■
市
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

　

広
報
広
聴
委
員
会

　

委
員
長
／
下
江
洋
行　

中
西
宏
彰　

　

鈴
木
長
良　

柴
田
賢
治
郎

　

小
野
田
直
美　

鈴
木
達
雄

　

竹
下
修
平　

齊
藤
竜
也

　

佐
宗
龍
俊　

●
ご
意
見
・
ご
感
想
な
ど
、
議
会
事

務
局
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 ［
電  

話
］
０
５
３
６

−

２
３

−

７
６
５
７

 ［
メ
ー
ル
］gikai@

city.shinshiro.lg.jp

３
月
定
例
会
日
程（
予
定
）

２
月
26
日　

本
会
議
第
１
日
（
予
算
大

　
　
　
　
　

綱
説
明
、
教
育
方
針
説

　
　
　
　
　

明
）
※
中
継

　
　
　
　
　

予
算
・
決
算
委
員
会
（
補

　
　
　
　
　

正
予
算
）

　
　
　
　
　

議
案
の
審
議

３
月
11
日　

本
会
議
第
２
日 

　
　
　
　
　

一
般
質
問　
※
中
継

　
　

12
日　

本
会
議
第
３
日 

　
　
　
　
　

一
般
質
問　
※
中
継

　
　

13
日　

本
会
議
第
４
日

　
　
　
　
　

一
般
質
問
（
予
備
日
）
※
中
継

　
　
　
　
　

議
案
の
審
議

　
　

14
日　

総
務
消
防
委
員
会

　
　
　
　
　

厚
生
文
教
委
員
会

　
　

15
日　

経
済
建
設
委
員
会

　
　

18
日　

予
算
・
決
算
委
員
会
（
当

　
　
　
　
　

初
予
算
）

　
　

19
日　

予
算
・
決
算
委
員
会
（
当

　
　
　
　
　

初
予
算
）（
予
備
日
）

　
　

22
日　

本
会
議
第
５
日

　
　
　
　
　

議
案
の
審
議

議
会
中
継
を

ご
覧
く
だ
さ
い

　

一
般
質
問
な
ど
の
様
子
を
、
ケ
ー
ブ
ル

テ
レ
ビ
12
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
放
送
し
ま
す
。

時
間
は
午
前
10
時
か
ら
で
、
終
了
時
刻
は

議
事
の
都
合
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

　

太
陽
光
発
電
設
備
に
つ
い
て
、
防

災
、
景
観
及
び
生
活
環
境
の
観
点
か

ら
適
正
な
設
置
が
な
さ
れ
る
よ
う
国

へ
要
望
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

全
会
一
致
で
意
見
書
を
採
択
し
ま
し

た
。

１　

太
陽
光
発
電
設
備
に
つ
い
て
、

景
観
、
環
境
及
び
防
災
上
の
観
点

か
ら
適
正
な
設
置
が
さ
れ
る
よ

う
、
立
地
の
規
制
等
に
係
る
法
整

備
等
、
所
要
の
措
置
を
行
う
こ
と
。

２　

Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
に
基
づ
い
て
認
定
さ

れ
た
事
業
が
未
着
工
の
場
合
、
認

定
後
に
自
治
体
が
制
定
し
た
条
例

等
の
遵
守
を
義
務
付
け
る
と
と
も

に
、
関
係
法
令
が
遵
守
さ
れ
て
い

る
か
見
極
め
、
認
定
審
査
基
準
に

よ
り
改
め
て
認
定
す
る
こ
と
。

３　

既
に
事
業
を
開
始
し
た
太
陽
光

発
電
設
備
が
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
の
認
定

基
準
に
従
い
適
正
に
設
置
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
が
責
任

を
持
っ
て
確
認
す
る
こ
と
。

４　

発
電
事
業
終
了
時
や
事
業
者
が

経
営
破
綻
し
た
場
合
に
、
パ
ネ
ル

等
の
撤
去
及
び
処
分
が
適
切
か
つ

確
実
に
行
わ
れ
る
仕
組
み
を
整
備

す
る
こ
と
。

※　

Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
（
固
定
価
格
買
取
制

度
の
根
拠
法
で
あ
る
電
気
事
業
者

に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電

気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置

法
）

　

以
上
、
衆
参
両
議
院
議
長
及
び
内

閣
総
理
大
臣
は
じ
め
関
係
大
臣
に
意

見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

太
陽
光
発
電
設
備
に
つ
い
て
意
見
書
を
提
出


